
 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う水道料金改定の延期について 
 

１ 水道料金改定延期の経緯について 

 令和２年３月下旬から全国規模で新型コロナウイルス感染者数が急速に拡大し、市

民生活への影響も深刻化する懸念が高まっているとの判断から、料金改定をこのまま

進めるべきか、検討を始めました。その結果、「新型コロナウイルスの感染拡大により

市民生活が大きく変化する中、現状新たな市民負担を求める状況にない」との判断か

ら、料金改定の延期方針を決定し、４月２４日の市⾧定例記者会見において公表しま

した。その後、本延期に伴う補正予算案及び条例改正案が５月市議会臨時会で議決

（５月 22 日）されたことで、「令和２年６月使用分から」としていた料金改定の「同

年１０月使用分から」への延期が正式決定しました。 

 

２ 延期の期間設定について 

 感染予防の手洗いやうがいなど、日常生活の中で対策していただきたい「新しい生

活様式」の定着に向け、水の需要が多くなる夏に不安なく水を使ってもらうというこ

とや、料金改定により基盤整備を推進し、市民生活の安心・安全を確保するという公

的な役割を総合的に判断し「４か月」の延期としました。 

 

３ 影響額について 

 

 

 

 

 

４ 料金収入等の現在の動向について 

 ４月及び５月検針分は昨年度同月比で料金、水量共ほぼ同水準で推移しています。 

 

 

【延期の概要】 

（１） 施行時期 令和２年１０月１日（４か月延期） 

（２） 改定内容 変更なし 

（３） 影響額   料金収入（予算）の減 △４８２,１４１千円（当初予算比 △４.４％） 

 

小口微増 

14.4 億円 14.5 億円 1,139.8 万ｍ3 1,157.9 万ｍ3 

小口微増 

中･大口 

微減 
中･大口 

微減 

別紙４-１



別紙４-２※市ホームページ掲載、窓口配布ほか




